
第 36 Ｍ＆Ｔ研修会　参加者募集のご案内

● 日　　　 時 2026 年 2 月 3 日 （ 火 ） 13 ： 00 ～ 17 ： 00

● 会　　　 場 名古屋中小企業投資育成㈱　研修室

● 講　　　 師 ㈱北見式賃金研究所　所長　北見昌朗氏

弁護士法人北見法律事務所　代表弁護士　北見拓也氏

● 対　象　者 経営者、総務・人事部門の幹部、管理・監督者、実務担当者

● 持　ち　物 筆記用具

● 受  講  料

１名 円 円 　消費税込み

● 研修のねらい

● カリキュラム

その③ 従業員がやる気を起こす会社になる

その④ 中高年の従業員がもっと頑張ってくれる

会社になる

その① 従業員が集まる会社になる

その② 従業員が定着する会社になる

名古屋中小企業投資育成株式会社 ／ 株式会社投資育成総合研究所

回

ガラッと賃金一新セミナー２０２６

投資先企業 投資先以外

～自社の賃金水準と世間の賃金水準は、毎年チェックすることをお勧めします～

(１)「課長になりたがらない３０代」への対応
　　課長に残業代を支払い昇進昇給の仕組みを実現
(２)家族手当の見直し（配偶者分を廃止して、子供
分を増額）などにも配慮が必要です

（こちらの項目は弁護士の北見拓也講師による講
義）

　初任給は求人難を背景に上昇を続けているので、既存の社員とのバランスに苦慮されてい
ませんか？賃金相場に関する最新情報を収集した上での賃金表の見直しが必要です。
　今この瞬間で、ヨソがどんな昇給をしているのかわかるデータがあります。それは北見式賃金
研究所による賃金調査で、実際の給与明細を大量に集めたグラフはリアルで説得力がありま
す。
　講師は中小企業の賃金研究の第一人者　北見式賃金研究所の北見昌朗氏で、今年からご
子息で後継者の拓也氏も登壇されます。拓也氏は弁護士であり、法的な視点からの解説も加
わります。さらにパワーアップした人気セミナーです。ぜひご参加ください。

第１部　コレが現実　最新の賃金情報

「応募者に初任給を呈示したら辞退されてしまっ
た」
他社に負けない初任給を決定

5,500         11,000  

※カリキュラムは一部変更させていただく場合がございます。ご了承くださいますようお願いいたします。

講師は中小企業の実際の賃金明細を集めた「ズバ
リ！実在賃金」という統計を20年近く毎年作成。
初任給は？ 昇給は？ 年収は？ 賃金の総支給額は？
所定内の賃金は？ 基本給は？ 幹部の報酬は？ 役員
報酬は？
知りたい情報が一目瞭然です。

(１)中小企業にとって必要な賃上げ情報
(２)年代別・性別・職位別のデータから世間相場を
意識し賃上げを決定する「新賃金モデル」を紹介

第２部　今年の賃金改定はココがポイント (１)基本給の減額率は？ 諸手当の支給は？
(２)６０代前半は現役、後半は第二現役世代と位置
付ける

その⑤　課長に残業代を支払う

【ご参加される方の特典（お持ち帰りいただける資料）】

①中小企業の賃金相場（年収・賃金総額・所定内賃
金・基本給・年間賞与）がわかるグラフ

②「ズバリ！実在賃金」の各種グラフ（各都道府県別で提供）



●定　　　　 員　 ３０ 名　（申し込み先着順・定員に達し次第締め切らせていただきます）

●申込締切日 年 1 月 14 日 （ 水 ）

●お申し込み・キャンセルについて

　①下記の「受講申込書」に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてご送付下さい。

　②申し込み受付後、「受講証」と「請求書」をお送りしますので銀行振込にてお支払下さい。なお、開催日の１週間前になっても

 　　受講証が届かない場合は、お手数ですが下記お問い合わせ先までご連絡下さい。

　③申込締切日前でも定員を超える申込みがあった場合には、お断りさせていただくことがあります。

　④申し込み人数が５名以下の場合、やむを得ず開催を中止させていただくことがあります。

　⑤受講の取消しをされる場合は、開催日の前日より数えて３営業日前（土日・祝日、年末年始を除く）の午後５時までにご連絡下

　 　さい。それ以降のキャンセルに関しては受講料をご返金できませんので、ご了承下さい。

株式会社投資育成総合研究所　Ｍ＆Ｔ研修会事務局　（担当）加藤龍也、加藤百音

〒450-0003　名古屋市中村区名駅南一丁目16番30号（名古屋中小企業投資育成㈱内）

ＴＥＬ ： 052-581-9545 ＦＡＸ ： 052-583-8501 Ｅ-maiｌ ： mandt＠sbic-cj.co.jp

株式会社投資育成総合研究所　М＆Ｔ研修会事務局　宛

年

2 ／ 3

貴　社　名

〒 -

- - - -

※　申込書にご記入いただきました個人情報は、研修参加者名簿として研修の運営及び講師の参考資料として使用するほか、

　　 関連するアフターサービス、セミナー案内に関する情報のお知らせのために利用致しますが、他の目的には利用致しません。

連絡担当者

受　講　者

研修番号

住　　　所

ＦＡＸ　０５２－５８３－８５０１

2026

36

必要事項をご記入の上、切りとらずＡ４のままＦＡＸにてご送付下さい。

ＦＡＸ

Ｅメールアドレス （任意）
氏　　　名

所属名／役職名 氏　　　名　（フリガナ）

所属名／役職名 研修会ご案内のための登録が不要の場合は、□ に✔をご
記入ください。　　　 □ 研修会案内登録を希望しない

2026

ＴＥＬ

受講申込書 ガラッと賃金一新セミナー２０２６

講　　師　　紹　　介

お申し込み・お問い合わせ先

弁護士法人北見法律事務所 代表弁護士 北見
キタミ

 拓也
タクヤ

　氏

　1992年生まれ。使用者側の労働問題を多く取り扱う。
　就業規則や賃金制度の整備、裁判まで見据えた日常的な労務相談など、予防法務の領域に特に注力する。

株式会社北見式賃金研究所 所　　長 北見
キタミ

 昌
マサ

朗
オ

　氏
　1959年生まれ。新聞記者を経て、1995年に独立開業。
　自らが多数の職員を雇用する経営者だけに、実践的な助言に定評がある。１千件以上の就業規則を作成した
実績を持つ。著書は「幹部に年収１000万円を払う会社になろう」（ＰＨＰ研究所）など多数。


